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 農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44年法律第 58号）第７条第１項の

規定により、農業振興地域の区域を次のとおり変更する。 

 なお、指定図面は、佐賀県農林水産部農山漁村課及び佐賀市役所に備え置い

て縦覧に供する。 

  平成 30 年９月 28日 

               佐賀県知事  山  口  祥  義    

指定を

変更す

る市町 

変更理由 変更後の農業振興地域の区域の範囲 

佐賀市 都市計画法（昭

和 43 年法律第

100 号）に基づ

く市街化区域の

縮小及び拡大 

次の区域を除いた区域 

１ 都市計画法に基づく市街化区域 

２ 国造干拓の区域 

３ 佐賀市三瀬村のゴルフ場敷地 

４ 規模の大きな森林の区域で林業又は国土の

保全のために利用すべき土地として次に掲げ

るもの 

 (1) 国有林野のうち次に掲げる区域を除い

た区域 

  ア 佐賀市富士町大字小副川字伊良佐古

47林班のうち 8.4483 ヘクタール 

  イ 佐賀市富士町大字市川字溜山 69 林班

のうち 10.3724 ヘクタール 

  ウ 佐賀市三瀬村 46 林班イ小班及びロ小

班、大字杠字床並及び字井の頭 

 (2) 佐賀市富士町の民有林野のうち次に掲

げる区域を除いた区域 

大字 字 林班 備考 

麻那古 

 

 

上無津呂 

 

 

 

下無津呂 

栗並 

 

三本松 

小串 

月越 

高原 

 

〃 

平 

水波 

船石 

〃 

18 

19 

24 

 

 

36 

32 

44 

４ 

５ 

 

 

 

官行造林の一

部 

 

 

 

 

 



2 

 

 

市川 

 

 

 

杉山 

八竜 

九郎 

茱萸 

 

〃 

〃 

本村 

山下 

小杉 

〃 

川原 

７ 

６ 

 

 

21 

19 

40 

40 

40 

38 

35 

 

 

官行造林の一

部 

 

(3) 佐賀市三瀬村の民有林野のうち次に掲 

げる区域を除いた区域 

林班 小班 番号 大字 字 

５ 

７ 

13 

20 

24 

33 

36 

40 

い 

い 

全域 

〃 

い 

全域 

い 

全域 

全域 

全域 

 

 

全域 

 

全域 

 

三瀬 

〃 

〃 

藤原 

〃 

〃 

〃 

杠 

南 

軽井谷 

小切 

井手野 

柳瀬 

小ヶ倉 

大佐吉 

宇土      
 

   

 


